
入所事業（施設入所支援・生活介護） 料金表 

 

① 介護給付費の 1割（定率負担額） 

 ※９割は介護給付費の対象として市町村から給付されます。 

サービス項目 サービス内容 利用単位数 

生活介護 

生活介護サービス費 

障害程度区分 

日額 １，０９９単位 区分６ 

区分５ 日額   ８１６単位 

区分４ 日額   ５６８単位 

区分３ 日額   ５０２単位 

区分 2以下 日額   ４５９単位 

人員配置体制加算 日額   ２１２単位 

福祉専門職員配置等加算 日額    １５単位 

常勤看護職員配置体制加算 日額    １１単位 

初期加算 （最初の利用日及び長期入院後、３０日間算定） 日額    ３０単位 

福祉・介護職員処遇改善加算  ※１ 

施設入所支援 

施設入所支援サービス費 

区分６ 日額   ３５６単位 

区分５ 日額   ２９７単位 

区分４ 日額   ２３５単位 

区分３ 日額   １８５単位 

区分 2以下 日額   １４６単位 

重度障害者支援加算 日額    ２８単位 

夜勤職員配置体制加算 日額    ４１単位 

入院外泊時加算Ⅰ （月８日 ３ヶ月を限度） 日額   ３２０単位 

入院外泊時加算Ⅱ （加算Ⅰに引き続いて８２日を限度） 日額１, １９１単位 

入所時特別支援加算（最初の利用日及び長期入院後３０日間算定） 日額    ３０単位 

福祉・介護職員処遇改善加算  ※１ 

※１  福祉・介護職員処遇改善加算（生活介護・施設入所支援共通） 

各事業の一ヶ月の総単位数に 5.0％を乗じた単位数 

 

桜川市における地域区分単価   

 桜川市（６級地） 

生活介護 １０．１８円 

施設入所支援 １０．２０円 

※ 各事業の 1 ヶ月の総単位数×1単位単価＝サービス利用料  

※ サービス利用料×1割＝利用者負担額（定率負担） 

 

 

 

 



・ 定率負担額に関する月額上限 

1 ヶ月あたりのサービス利用にかかる 1 割の定率負担額については、所得（世帯の収入状況）に応じて下表のと

おり３区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。 

 

 

② 介護給付費の対象とならない利用料 

 

食  費 入所者の食事にかかる費用(食材費＋人件費) 日額 １，４５０円 

光熱水費 居室利用にかかる光熱水費 月額 ９，４２０円 

貴重品管理 施設で貴重品を預かり管理するサービス 月額 ５００円 

現金出納サービス 現金の出納を施設が代行して行うサービス 月額 １，５００円 

電化製品 
持ち込みの電化製品につきましては、製品事

に 1 ヶ月の使用料を定めております 
詳細はお問い合わせ下さい。 

希望外出支援 
利用者様の希望により職員が付き添い、外出

する場合 
職員 1人につき 1時間 １，０００円 

買物代行 買い物代行サービス 1時間 ３００円 

コピー・ｆａｘ代 Ａ４用紙を基準として 
白黒 １０円／枚 

カラー ５０円／枚 

各種証明書発行 入所証明書等 一通につき １００円 

※月額料金のサービスは、月の途中の入所など、状況に応じて日割り計算とします。 

※補足給付が支給される方は、食費・光熱水費から利用日数分の補足給付を差し引いてご請求致します。 

 

区 分 世帯の収入状況 1 ヵ月あたりの負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１・２ 市町村民税非課税世帯 ０円 

一 般 上記以外 ３７,２００円 


